
 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割に係る事前開示書類 

 

（会社法第 782条第１項に定める事前開示書類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年５月 29日 

 

 

株式会社シード 

 

 

  



2026年５月 29日 

 

東京都文京区本郷二丁目 40番２号 

株式会社シード 

代表取締役社長 佐藤 隆郎 

 

 

吸収分割に係る事前開示事項 

 

当社及び株式会社オキュデバイセズ（以下「承継会社」といいます。）は、2026年５月 19日

付けで吸収分割契約を締結し、2026年７月１日を効力発生日（予定）として、当社のスマート

コンタクトレンズ事業（以下「対象事業」といいます。）を会社分割（簡易吸収分割）により、

承継会社へ承継すること（以下「本吸収分割」といいます。）を決議いたしました。 

 

本吸収分割に関し、会社法（平成 17年法律第 86号。その後の改正を含みます。以下同じで

す。）第 782条第１項及び会社法施行規則（平成 18年法務省令第 12号。その後の改正を含みま

す。以下同じです。）第 183条に定める事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．吸収分割契約の内容（会社法第 782条第１項第２号） 

別紙１のとおりです。 

 

２．会社法第 758条第４号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法施行規

則第 183条第１号イ） 

本吸収分割に際して、承継会社は、A 種種類株式を 2026 年６月 30 日時点の対象事業に係

る資産の帳簿価額から同日時点の対象事業に係る負債の帳簿価額を控除した額を 50,000 で

除した数（小数点以下切上げ）発行し、その全てを当社に割当交付いたします。本吸収分割

に際して交付される株式数については、当社が承継会社の完全親会社であること等を勘案し

て、当社及び承継会社の協議により決定したものであり、相当であると判断しております。 

また、本吸収分割により増加する承継会社の資本金及び準備金の額については、本吸収分

割により承継会社が当社から承継する資産及び負債等の諸事情を総合的に考慮した上で会社

計算規則（平成 18年２月７日号外法務省令第 13号。その後の改正を含みます。）に基づき決

定するものであり、相当であると判断しております。 

 

３．会社法第 758条第８号に掲げる事項についての定め（会社法施行規則第 183条第２号） 

該当事項はありません。 

 

４．会社法第 758条第５号及び第６号に掲げる事項についての定め（会社法施行規則第 183条

第３号） 

該当事項はありません。 

 



５．承継会社についての計算書類等に関する事項 

（１）成立の日における貸借対照表の内容（会社法施行規則第 183条第４号イ） 

別紙２のとおりです。 

 

（２）成立の日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容（会社法施行規則第 183条第

４号ロ） 

該当事項はありません。 

 

（３）成立の日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重

要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 183条第４号ハ） 

該当事項はありません。 

 

６．当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他

の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 183条第５号） 

当社は期末日後の 2026 年５月 28 日及び 29 日付けにて、シード鴻巣研究所４号棟建設資

金及び一部設備資金として、金融機関より総額 84億円の借入を実施しました。 

（１）借入金融機関 三井住友銀行、みずほ銀行他 13行 

（２）借入総額   84億円 

（３）期間     10年間 

（４）金利     各行所定の金利 

（５）担保     無担保 

 

７．吸収分割が効力を生ずる日以後における当社の債務及び承継会社の債務（当社が本吸収分

割により承継会社に承継させるものに限る。）の履行の見込みに関する事項（会社法施行規

則第 183条第６号） 

（１）当社の債務の履行の見込みについて 

本吸収分割の効力発生日以降における当社の資産の額は、その負債の額を十分に上回る

ことが見込まれます。また、本吸収分割後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状

況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されてお

りません。したがいまして、本吸収分割の効力発生日以後における当社の債務について履

行の見込みがあると判断いたします。 

 

（２）承継会社の債務の履行の見込みについて 

本吸収分割の効力発生日以降における承継会社の資産の額は、その負債の額を十分に上

回ることが見込まれます。また、本吸収分割後の承継会社の収益状況及びキャッシュ・フ

ローの状況について、承継会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ

予測されておりません。したがいまして、本吸収分割の効力発生日以後における承継会社

の債務について履行の見込みがあると判断いたします。 

 

８．吸収分割契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、上記の事項に変更が

生じたときは、変更後の当該事項（会社法施行規則第 183条第７号） 

吸収分割契約等備置開始日後に上記の事項に変更が生じたときは、変更後の内容を直ちに



開示いたします。 

 

以上 

  



別紙１ 吸収分割契約の内容 

 

次頁以降をご参照ください。 

  































別紙２ 承継会社の成立の日における貸借対照表の内容 

 

承継会社の成立の日における貸借対照表 

 

東京都文京区本郷二丁目 40番２号 

株式会社オキュデバイセズ 

代表取締役 福田 猛 

 

2026年５月 15日現在（単位：円） 

資産の部 純資産の部 

科目 金額 科目 金額 

【流動資産】  【株主資本】  

現金及び預金 50,000,000 資本金 25,000,000 

  資本準備金 25,000,000 

資産の部合計 50,000,000 純資産の部合計 50,000,000 

 

 

 

 


